
取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 120件 170件 220件

138件 実績 181件
50件

R7.8月末

目標 5,600人 5,800人 5,900人

5,504人 実績 5,863人 1,970人
R7.6月末

介護予防把握事業 介護予防の情報が届かない
高齢者にアウトリーチでき
る重要な事業と考える。ま
た、保健事業と介護予防の
一体的な実施が開始される
と、介護だけでなく、医療
につながっていない高齢者
を重点的に訪問するなど、
効率的な運用が期待でき
る。訪問の優先順位を検討
しながら、一人一人の生活
や運動の状況に応じた介護
予防活動につなげる。

民生委員等の関係機関と
連携し、介護や医療につ
ながっていない等の高齢
者について重点的に訪問
した。

○

　民生委員等の関係機関
と連携し、介護や医療に
つながっていない等の高
齢者について重点的に訪
問した。
　さらに、フレイルサ
ポーターによるフレイル
チェックで、介護が必要
な対象にも、本事業に繋
いだ。

○

さらに事業の効率的・効果的実施
に向けて、介護予防手帳の活用方
法、重点的に訪問する対象者を再
検討する。

健康教育
要介護状態になる要因は脳
血管疾患等による生活習慣
病に起因する疾患である場
合が多いため、生活習慣病
予防等の健康教育と生活の
機能維持・向上対策とし
て、「転倒骨折予防」「閉
じこもり予防」等の教育の
推進に努めている。

65歳以上を対象とした運
動教室や介護予防教室、
地域等の高齢者の集う会
等で教育を実施してい
る。

○

65歳以上を対象とした運
動教室や介護予防教室、
地域等の高齢者の集う会
等で教育を実施してい
る。

○

今後も事業を継続し、生活習慣病
予防等や生活の機能維持・向上を
目的に「転倒骨折予防」「閉じこ
もり予防」等の教育の推進に努め
ていく。

【取組の方向性】
 ◇機能回復訓練等の高齢者本人へのアプローチはもとより、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを行い、多様な社会参加や介護予防ができるバランスの取れた取組を推進する。
 ◇元気な時から切れ目なく、住民が主体的に参加できる介護予防の環境づくりに努める。
 ◇体操教室等の各種通いの場では感染症対策に留意しながら教室運営を図るとともに、オンラインを含めた多様な情報取得支援を実施し、高齢者の孤立を防ぎ、介護予防・健康づくりに関する普及啓発を推進する。
 ◇一般介護予防事業を効果的に推進するために、生活支援体制整備事業や地域ケア会議との連携を図る。
 ◇「徳島市健康づくり計画・徳島市自殺対策計画」に基づき、健康づくりへの関心を高め、「健康寿命」の延伸に向けた一人ひとりの主体的な取組を促すとともに、自主活動グループの展開を支援し、
   多様なニーズに応じた地域  づくりに参加できる環境整備を推進する。
 ◇健康づくり事業と総合事業の連携を図りながら、元気な高齢者はより活動的に、虚弱や初期の認知症状を有する高齢者については、その状況を早期に把握し、対応を速やかに行うことにより重度化防止を図る。
 ◇高齢者の要介護状態への移行防止に向けて、生活習慣病の重症化を含めた予防の取組と通いの場等介護予防の取組について連携を進めるため、保健事業と介護予防の一体的な実施を推進する。

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

2024年度 2025年度
今後の

課題・対応策など

【主な事業の取組状況と自己評価】

第９期介護保険事業計画における各施策の取組状況について

基本目標１ 地域ぐるみ支え合い体制づくり

施策１　元気で暮らせる健康づくりの推進

　セルフケアマネジメントの視点に立った健康の保持と増進を図るとともに、生活習慣病予防の観点を踏まえた保健事業を通じ、心身ともに自立した状態で健康的に日常生活を送れるよう、健康寿命の延伸を
図る。また、地域の様々な主体と連携し、多職種による制度横断的な地域のネットワークの充実を図り、地域の課題解決能力を高めていく。

資料２
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取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 1,000人 1,200人 1,300人

934人 実績 1,201人
243人

R7.6月末

目標 600人 650人 700人

560人 実績 494人
265人

R7.6月末

目標 20,000人 21,000人 22,000人

19,550人 実績 20,039人
6979人

R7.8月末

目標 35教室 36教室 37教室

34教室 実績 35教室 36教室
R7.8月末

目標 34件 41件 48件

派遣
20件

DVD貸出
14件

実績 12件
4件

R7.8月末

目標 6回 6回 6回

6回 実績
6回 2回

R7.8月末

2025年度
今後の

課題・対応策など

○

専門職による健康相談
（医師・歯科医師・精神
科医師・保健師・管理栄
養士・運動指導士）や地
区コミセン等の高齢者の
集う会等で健康相談を実
施している。

健康相談

特定健診の受診者に対し、
保健師や管理栄養士による
生活習慣病予防のための保
健指導を実施。

元気高齢者づくり事業

〇市内の公民館やコミ
セン等での運動教室
「元気高齢者づくり教
室」の活動支援

各地区で参加できる軽度の
運動教室の実施により、高
齢者の健康と体力の維持・
増進を図ることで、元気な
高齢者が増えるとともに、
参加者間の交流やつながり
が期待できる。

重症化予防健康相談

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

2024年度

△

予約制で実施する専門職に
よる健康相談（医師・歯科
医師・精神科医師・保健
師・管理栄養士・運動指導
士)に加え、地区公民館等で
独居老人昼食会・老人会等
で健康相談を実施してい
る。

○

△

健診結果をもとに対象者
の抽出基準を疾患ごとに
決め、全員にアプローチ
している。その経過を確
認し複数回アプローチし
ている。

（2025）市内18カ所で週1
～2回の健康教室を開催。

健診結果をもとに対象者
の抽出基準を疾患ごとに
決め、全員にアプローチ
している。その経過を確
認し複数回アプローチし
ている。

(2024年度）
市内18カ所で週1～2回の
健康教室を開催した。指
導者養成講座を開催。

○

今後も健康長寿課内・外において
健康相談を実施し、生活習慣病予
防等や生活の機能維持・向上に努
める。

今後も生活習慣病予防等や生活の
機能維持・向上につながるよう、
健康長寿課内・外において健康診
断結果を活用した保健指導・健康
相談を実施する。相談件数が増加
するよう健診受診勧奨や個別相談
等の周知に努める。

今後も事業を継続し、高齢者の健
康と体力の維持及び増進を図り元
気な高齢者を増やすため、普及啓
発をしていく。

体験デモイベントでの普及啓発や
教室への講師派遣など活動支援を
継続しつつ、教室の立ち上げや活
動費用の補助事業についても広報
し、地域での活動を支援していく

関係機関と連携を図り、住民主体
の通いの場やいきいき百歳体操で
の講師派遣の周知を行い、さらな
る拡大を目指す。

高齢者の基礎疾患や主訴を適切に
把握した上で、本人が望む生活の
維持やＱＯＬの向上に向けて、自
立支援に資するケアマネジメント
の普及啓発に取り組む。

ショッピングモールでの
体験イベントを継続して
実施

住民運営の通いの場への
専門職等を派遣。

奇数月に自立支援型ケア
会議を開催した。また、
年度内に市・包括・各ア
ドバイザーの意識共有と
意見交換のため、連絡会
を開催。

専門職による健康相談
（医師・歯科医師・精神
科医師・保健師・管理栄
養士・運動指導士）や地
区コミセン等の高齢者の
集う会等で健康相談を実
施している。

奇数月に自立支援型ケア
会議を開催した。また、
年度内に市・包括・各ア
ドバイザーの意識共有と
意見交換のため、連絡会
を開催。

ショッピングモールでの
体験イベントを継続して
実施し、２教室の新規開
設を支援した。
※１教室が休止されたた
め、通算すると昨年度か
ら１教室増加。
徳島県作業療法士会と新
たに契約し、研修メ
ニューの拡充を図った。

○
自立支援型ケア会議の
開催

地域リハビリテーショ
ン活動支援事業
〇介護サービス事業所
が実施する職員研修へ
の専門職派遣

いきいき百歳体操普及
啓発事業

〇地域住民が主体とな
り取り組む運動教室の
活動支援

地域住民主体による通いの
場の充実と、リハビリ専門
職を活かした自立支援の視
点による筋力向上のための
体操の普及を図る。

介護サービス事業所の職員
等を対象に、機能訓練や日
常生活動作等に関わる知
識・技術の伝達を行い、専
門職等の介護技術や資質の
向上による介護予防効果の
向上を図る。

自立支援に資するケアマネ
ジメントとなるよう、医
療・介護等の多職種、生活
支援コーディネーターが協
働して、介護保険等のサー
ビスに限らず検討する自立
支援型ケア会議を継続して
実施することで、高齢者の
QOLの向上とプランのスキル
アップを図る。

○

○

○

○

△

○
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取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 - - -

5,289人 実績 5,198人 5,264人

目標 1300人 1310人 1320人

1,283人 実績 1321人
1321人
R7.8.19

【主な事業の取組状況と自己評価】

施策２　生きがいのある地域づくりと社会参加の促進

　社会参加には様々なニーズと方法があることに留意し、趣味や娯楽、学習や就業、敬老活動やイベント等の活動の機会の充実を図るとともに、介護予防にもつながる就労的活動や高齢者が企画・運営する多
様な通いの場づくりを支援することで、高齢者が役割と生きがいを持って生活できる地域づくりを推進する。

【取組の方向性】
 ◇生涯学習、健康づくり、スポーツ活動、多世代交流等のイベント・各種講座等の情報やボランティア活動、地域活動等に関する情報を収集し、高齢者の多様な価値観やライフスタイルに応じた社会参加に必要な
　 情報を提供できるよう環境の整備に努める。
 ◇高齢者に就労意欲がある限り、これまで積み重ねてきた知識や経験・技能を生かしつつ、その心身やその他個別の状況に応じた形態で働くことのできる社会の実現に向け、関係機関や関係団体と連携しながら
   支援に努める。
 ◇加齢や身体状況に応じた公共交通機関等の移動手段の確保、並びに安心して外出できる環境の整備により、外出の促進に努める。
 ◇元気な高齢者の知識や経験を地域づくりやまちづくりに活かし、それぞれが可能な範囲で地域社会の支え手として活躍できる仕組みづくりを推進する。

運営費補助金の支出
広報活動への協力
イベントへの協力

運営費補助金の支出
広報活動への協力

2025年度
今後の

課題・対応策など

会員数が伸び、女性会員比率も高
水準で推移している。引き続き広
報活動を充実させ、多様化する高
齢者の働き方に沿った効果的な取
り組みを進めていく。

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度

△

○

【その他の取組】３月下旬にいきいきシニアライフ通信を発行し、配布予定。健康づくりの記事の他、地域活動などで活躍する方を紹介。

△

コロナウイルス感染症の位置づけ
変更に伴い、コロナ前の様な活動
が再開されたが、定年の引上げや
継続雇用制度の導入等もあり、人
が集まる場に参加される高齢者の
戻りが鈍い状況である。多様化す
る高齢者の嗜好や住民ニーズに
沿った効果的な取組を進めるとと
もに、広報活動の充実を図ってい
く。

シルバー人材センターへ
の支援

2026

シニアクラブの育成

高齢者自らが教養を高め、社
会参加の促進や豊かな生活が
送れることを目指した高齢者
の生きがいづくりを健康づく
りを推進するため、シニアク
ラブの育成に努める。

運営費補助金の支出
広報活動への協力
イベントへの協力

2024年度

2024 2025

自らの生きがいの充実や社会
参加を希望する高齢者の就労
機会の増大と福祉の増進を図
るとともに、高齢者の能力を
生かした活力ある地域社会づ
くりを目指すセンターの活動
を支援する。

運営費補助金の支出
広報活動への協力

○
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取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 6680件 6729件 6779件

困難ｹｰｽ
相談件数
7,265件

実績 7,281件 1966件
R7.8月末

目標 17人 21人 25人

16人 実績 20人 17人

目標 3件 3件 3件

3件 実績 1件 3件
R7.8.19

総合相談支援・権利擁護
事業、包括的継続的ケア
マネジメント事業、地域
ケア会議の充実の他、認
知症総合支援事業、生活
支援体制整備事業、介護
予防把握事業などを実施
した。

家族介護者に対し、慰労
金を支給する。

地域包括ケアシステムにおいて、
居宅介護支援事業所は個別支援、
地域包括支援センターは地域全体
の支援といったそれぞれの役割を
発揮し、関係機関との連携体制を
構築しながら、複雑多様化した事
例に対する対応力の強化を図る。

要介護４又は５の認定を受けてい
る人は、通常は介護サービスを受
けているため、介護保険サービス
を利用をしていないことや入院を
していないことが要件となる本事
業の対象者は希少であり、本制度
を事前に知った上で利用すること
は考えにくいため、効果的な広報
方法を検討する。

通所型短期集中介護予
防サービス
（通所型サービスC）

要介護状態にならないよ
う、運動習慣等を身につけ
てもらうことを目的とし
て、介護サービス事業所等
に委託し、3か月に限定した
運動機能向上のプログラム
を実施。サービス終了後に
地域等の介護予防活動につ
なげる。

6事業所で運動機能向上プ
ログラムを実施

フレイルサポーター養成事業で実
施したフレイルチェックのフレイ
ルリスク者を専門職につなぐ先と
して連携した情報提供や周知に取
り組む。
また、サービスの提供範囲を拡大
するため、新規にサービスを提供
可能な事業所の参加を検討する。

○
在宅介護の支援
○家族介護慰労金支給事
業

要介護４又は５の認定を受け
ている在宅の要介護高齢者
を、介護保険サービスを利用
せずに介護している家族に対
して慰労金の支給を行い、家
族の身体的・精神的・経済的
負担の軽減を図る。

家族介護者に対し、慰労
金を支給した。

人員の都合から１事業所
が廃止となったが、新た
に１事業所が事業に参加
し、６事業所で運動機能
向上プログラムを実施し
た。

○

△

○

【主な事業の取組状況と自己評価】

施策３　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組

　高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるよう、認知症支援や医療・介護・福祉等のサービスの充実と連携を図り、地域包括支援センターを中心とした地域包括ケアシステムの深化、推進を
目指す。

【取組の方向性】
 ◇地域包括支援センターの評価の結果に基づき、業務負担軽減を進めるとともに、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員のほか、３職種以外の専門職や事務職の配置も含め、必要な体制を確保する。
 ◇市民の地域包括支援センターに係る認知度を高めるとともに、地域包括支援センターの活動内容の理解の浸透を図る。
 ◇介護予防・生活支援サービス事業については、市民の主体的な取組による持続可能性を検討し、ニーズに応じて協働して仕組みをつくっていく。
 ◇生活支援等の担い手について、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）、協議体、就労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）が中心となり、サービス提供者と利用者とが「支える側」と
  「支えられる側」という画一的な関係性に陥ることのないよう元気高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民が共に支え合う地域づくりを推進する。
 ◇高齢者が、地域で安心して自立した生活を営むことができるよう、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯を中心に、地域の特性や実情に配慮した福祉サービスの整備・提供に努める。
 ◇家族介護者への支援や要介護者への適切なサービスの提供を図ることで家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減に努める。
 ◇ヤングケアラーや８０５０問題等、高齢者を含めた複合的・複雑化する地域課題に対応するため、地域の関係団体や専門機関等と連携し、市民の抱える課題が深刻化する前に相談や支援につなげられるよう、
   市民の身近な地域における包括的な相談支援体制を構築する。

地域包括支援センター
の運営

地域住民の心身の健康保持
及び生活の安全のために必
要な援助を行うことによ
り、保健・医療の向上及び
福祉の増進を包括的に支援
することを目的に、地域包
括支援センターを設置して
いる。

総合相談支援・権利擁護
事業、包括的継続的ケア
マネジメント事業、地域
ケア会議の充実の他、認
知症総合支援事業、生活
支援体制整備事業、介護
予防把握事業などを実施
した。

○

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

2024年度 2025年度
今後の

課題・対応策など

△

4



取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 7人 7人 7人

6人 実績 10人 11人
R7.8月末

目標 310人 320人 330人

119人 実績 217人 ―

目標 2900人 3000人 3100人

2,838人 実績 2628人
2360人

R7.8月末

目標 60人 60人 60人

24人 実績 39人 ―

２地区に住民に向けた説
明会を実施し、新たに１
地区協議体が発足した。

大会開催経費補助

ボランティアセンター運
営経費補助

　生活支援コーディネーターを１
１人に増員配置した。またコー
ディネーターが効果的に動ける仕
組みづくりとして引き続きアドバ
イザーの設置、担当者会議の定期
会議を行っている。令和７年度に
ついても今ある熱心な協議体を育
てることに取り組んでいく。

地域福祉の推進に向け、福祉への
理解と関心を深めるため、より多
くの社会福祉関係者等が参加でき
るよう、引き続き支援していく。

生活支援体制整備事業
の実施
〇生活支援コーディ
ネーターの配置

協議体と連携し、生活支援
等サービスの担い手の養
成、サービスの開発などの
役割を果たす人材として、
生活支援コーディネーター
を選任、活動について支援
することにより、地域の支
え合い活動を推進する。

４地区に住民に向けた説
明会を実施し、新たに２
地区協議体が発足した。
コロナで休止中であった
協議体も再開し、コー
ディネーターが活躍する
場が増えた。

ボランティア等の活動支
援

徳島市社会福祉協議会が運営
するボランティアセンターの
運営経費を補助し、互助の意
識向上及び社会参加の促進に
より介護予防につなげてい
く。

ボランティアセンター運
営経費補助

○

社会福祉大会の開催支援

徳島市社会福祉協議会が主催
する社会福祉大会の開催経費
を一部補助し、地域における
相互支え合いの意識を高め
る。

大会開催経費補助

△

地域福祉を支える担い手不足が課
題となっていることから、ボラン
ティア活動の活性化のため、引き
続き支援していく。△

災害ボランティアコー
ディネーター養成

災害ボランティアコーディ
ネーター養成講座の開催経費
を補助し、地域力の強化、互
助の意識向上及び社会参加の
促進を図り、介護予防につな
げていく。

養成講座開催経費補助

△ -

2024年度 2025年度
今後の

課題・対応策など

養成講座開催経費補助 地域福祉を支える担い手不足が課
題となっており、地域力を高める
ほか、災害時に限らず平時におけ
る地域の互助意識向上のため、引
き続き支援していく。

○

-

〇

　高齢者が在宅での生活を安心して継続することができるよう、地域における見守り活動やボランティア活動等の多様な助け合いや生活支援の充実を促進するとともに、虐待や消費者被害を防止して尊厳ある
暮らしを守り、災害に備えた避難行動の理解促進に取り組み、高齢者が安心して在宅で暮らすことができる支え合いの地域社会の構築を目指す。

施策４　地域共生社会の実現

【取組の方向性】
 ◇高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域における高齢者の見守り体制の充実を図る。
 ◇高齢者の多様なニーズへの対応を図るとともに、民生委員・児童委員、介護サービス事業者、コミュニティ協議会、社会福祉協議会等関係機関との連携を強化し、地域の支え合いによる支援体制の充実を図る。
 ◇地域住民の多様な参加意向をくみ取り、様々な形で地域を支える活動につなげることで、地域包括ケアシステムを支える人材を増やす。
 ◇適切な行政権限行使により、虐待を受けている高齢者の保護及び虐待を行った養護者に対する相談、指導又は助言等を行い、発生した虐待の要因等を分析し、再発防止へ取り組むとともに、養護者に該当しない者
   による虐待やセルフ・ネグレクト等の権利侵害の防止にも取り組む。
 ◇県と協働して養介護施設従事者等による虐待の防止に取り組む。
 ◇成年後見制度について周知を図り、利用の促進を図ることで、高齢者の権利、財産が守られるよう支援体制の充実を図る。
 ◇災害時の対応は「徳島市地域防災計画」に基づくとともに、災害時、避難に支援を必要とする要配慮者となる高齢者等については、地域における互助を基本とした避難支援体制の整備を図る。
 ◇高齢者が住み慣れた地域で生活を送るために必要な、高齢者の生活環境に対応する良質な住宅の確保や住宅のバリアフリー化にかかる資金への支援等を推進する。

【主な事業の取組状況と自己評価】

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

5



取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 530人 550人 570人

502人 実績 517人
278人

R7.8月末

目標 4人 4人 4人

0件 実績 1人
0人

R7.8.19

目標 2カ所 2カ所 2カ所

2カ所 実績 2カ所
2カ所

R7.8月末

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

2024年度 2025年度
今後の

課題・対応策など

在宅高齢者のお住まいに
建築士等リフォームヘル
パーを派遣し、住宅の困
りごとに対応し、住宅改
造の助言を行う。現時点
では利用実績がないが、
登録リフォームヘルパー
内で研修をしており、一
般人向けの講習も行って
いる。

高齢者・障害者等の
権利擁護

権利擁護センター及び成年後
見支援センターにおいて権利
擁護支援を行うことにより、
高齢者等の地域生活を支え、
自立支援につなげていく。

成年後見制度に関する相
談支援、研修・講演会、
広報活動の実施及び支援
方針等を検討する会議の
開催

高齢者福祉サービスの充
実
○高齢者住宅等安心確保
事業

高齢者世話付住宅（シルバー
ハウジング）に生活援助員を
派遣し、生活指導・相談・安
否確認・一時的な家事援助・
緊急時の対応等のサービスを
提供し、居住する高齢者が自
立し安全で快適な生活を営め
るように支援する。

高齢者住宅等安心確保事
業を実施した。

高齢者住宅等安心確保事
業を実施している。

緊急時の対応、生活・生きがいや
健康保持・増進等の相談を実施し
た。2カ所と設置は限られている
が、高齢者が地域で生活するうえ
での安心につながる事業となって
いる。

後見人等の担い手不足が課題と
なっていることから、市民後見人
の養成及び支援を行うほか、引き
続き、成年後見制度利用を含めた
権利擁護支援に取り組む。

多職種を派遣する事業であり、適
切な住宅改修促進が期待される
が、申請時点ですでに住宅改修設
計が出来ている場合が多いため、
設計前での活用を促す広報が必要
と考える。

△

在宅介護の支援
○住宅改修支援事業

在宅の身体虚弱な高齢者を対
象に、建築の専門家等と連携
を図り、風呂、トイレの改造
や廊下等の手すりの設置等、
高齢者が安全に在宅生活を送
れるよう住宅の改造について
適切な助言を行う。

在宅高齢者のお住まいに
建築士等リフォームヘル
パーを派遣し、住宅の困
りごとに対応し、住宅改
造の助言を行った。

成年後見制度に関する相
談支援、研修・講演会、
広報活動の実施及び支援
方針等を検討する会議の
開催

△

〇

○

△

○
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取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 19,520人 20,520人 21,520人

18,518人 実績 19,309人 20,931人
R7.8月末

目標 5チーム 5チーム 5チーム

5チーム 実績 5チーム
5チーム
R7.8月末

認知症初期集中支援
チームの設置

認知症の理解促進、早期診
断・早期対応の普及啓発を
目的として、認知症キャラ
バンメイト及び認知症サ
ポーターの養成に努める。

小学生対象のワーク
ショップを開催。当事者
が作成したグッズを配布
したり近隣の施設へ訪問
する等し、認知症につい
て学びを深めた。

認知症キッズサポーター
養成講座開催。当事者や
認知症サポーターと一緒
に認知症について、学び
「しおり」を制作し認知
症について学びを深め
た。

徳島市地域包括支援セン
ターに認知症初期集中支
援チームを5チーム設置
し、認知症高齢者等への
支援を行った。
認知症初期集中支援チー
ムの活動内容についての
効果検証、課題解決に向
けた協議の場として検討
委員会を1回開催した。

養成目標は達成できなかったが、
国の認知症サポーター養成の方針
としては、全体の総数を増やす方
向から企業・職域型のサポーター
養成に変わっている。
今後は認知症サポーター養成講座
の開催を支援していく中で、企業
への広報を検討していく。

△

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

認知症のみならず、成年後見制度
や虐待等、事例を取り巻く課題が
複雑多様化しており、より一層、
関係機関との連携を図りながら、
困難事例等への対応力強化を図
る。

認知症の相談窓口の周知を
強化するとともに、認知症
初期集中支援チームを地域
包括支援センター内に設置
し、認知機能の低下がある
にも関わらず、必要な医療
や介護サービスに結びつい
ていない人等への初期の支
援を包括的、集中的に行
い、安定的な支援につなが
るよう対応する。

○

【主な事業の取組状況と自己評価】

施策５　認知症の人が希望を持って暮らせる共生の地域づくり

　介護予防や社会参加等を通じた認知症予防を推進するとともに、認知症になっても、重症化を予防しつつ、周囲や地域の理解と協力の下、認知症の人が尊厳を保持しつつ
希望を持って暮らすことができるよう、自らの意思によって、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる共生の地域づくりを目指す。

【取組の方向性】
 ◇令和５年６月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が公布されたことを踏まえ、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する。
 ◇認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先の周知、認知症の人からの発信支援に取り組む。
 ◇認知機能低下のある人（軽度認知障害を含む）や認知症の人に対して、早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、
   認知症疾患医療センター等のさらなる連携強化を図る。
 ◇認知症の人の介護者の負担軽減や生活と介護の両立が図れるよう、認知症の人及びその介護者が集う認知症カフェ等の取組を推進する。
 ◇生活のあらゆる場面で、認知症になってからも、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を推進する。
 ◇認知症の人が安心して外出できる地域の見守り体制や認知症サポーター等を認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み「チームオレンジ」の構築を進める。
 ◇若年性認知症支援コーディネーターとの連携により、若年性認知症の人への支援を推進する。

認知症サポーター等養
成講座の実施 ○

2023
実績

年度 2024 2025 2026

2024年度 2025年度
今後の

課題・対応策など

徳島市地域包括支援セン
ターに認知症初期集中支
援チームを5チーム設置
し、認知症高齢者等への
支援を行った。
認知症初期集中支援チー
ムの活動内容についての
効果検証、課題解決に向
けた協議の場として検討
委員会を1回開催した。

○
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取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 実施 実施 実施

実施 実績 実施 実施

　引き続き医療や介護に携わる多
職種や庁内連携・協働により在宅
医療における支援、対応の強化に
取り組む。

【取組の方向性】
 ◇医療と介護を必要とする状態になっても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、多職種協働により切れ目のない在宅医療と
   在宅介護の提供体制の構築を目指す。
 ◇医療情報及び介護情報を共有できる情報基盤の全国一元的な整備に伴う医療・介護情報の標準化に対応し、医療機関・介護事業所等の間で必要なときに必要な情報を共有・活用できる体制を構築する。
 ◇医療・介護従事者や市民に向けて、在宅医療やＡＣＰ（人生会議）の普及啓発を通じて、人生の最期の選択や看取りについて考えるきっかけづくりを行う。
 ◇高齢者の地域での生活を支えるため、認知症施策と連携して、認知症の人や家族の視点を重視しながら医療と介護の連携を推進する。

多職種及び市の関係課等
が出席する「在宅医療介
護連携推進協議会」にお
いて、事業の評価を行う
とともに、令和７年度も
「災害時における在宅医
療・介護の多職種間の連
携」について、検討し
た。その他、各種研修会
などを実施する予定。

○

【主な事業の取組状況と自己評価】

施策６　医療と介護の連携推進

今後の
課題・対応策など

　医療と介護を必要とする状態になっても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養しながら、人生の最期まで自分らしい生活を続けることができる地域社会を実現するため、ＰＤＣＡサイクルに沿って在宅医療・介護連携推進事業
を推進するとともに、医療・介護分野でのＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）により、患者・利用者自身の医療・介護情報を共有・活用できる体制づくりを目指す。

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

2024年度 2025年度

在宅医療介護連携推進
事業

医療や介護に携わる多職種
や庁内連携・協働により、
退院支援、日常の療養支
援、急変時の対応、看取
り、感染症や災害時の対応
など様々な課題の検討を行
い、PDCAサイクルに沿った
取組を実施する。

多職種及び市の関係課等
が出席する「在宅医療介
護連携推進協議会」にお
いて、事業の評価を行う
とともに、「災害時にお
ける在宅医療・介護の多
職種間の連携について」
について、検討した。そ
の他、各種研修会などを
実施した。

○
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取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 165件 165件 165件

165件 実績
150件 15件

R7.8月末

目標 100% 100% 100%

4,824
千円

実績 100%
100％

R7.8月末

ケアプラン点検は適正化の重要項
目であり、本取組の必要性を認識
している。

国保連合会での縦覧点検及び医療
情報との突合点検の実施により、
十分な成果があると考えている。

国民健康保険中央会の適
正化システム等（民間業
者のケアプラン点検アプ
リケーション含む）を使
用して、介護給付の偏り
がみられる事業所等を抽
出し、ケアプラン点検を
実施するとともに、必要
に応じて指導する。ま
た、資質の向上を図るた
め、アセスメントからケ
アプラン作成等について
ケアマネ講習会等で情報
提供を行い、給付の適正
化を図る。

国民健康保険連合会から
送られてくる給付実績を
活用して、縦覧点検及び
医療費情報との突合を実
施し、介護報酬請求の適
正化を行う。

○

○

【主な事業の取組状況と自己評価】

基本目標２ 高齢者を支える介護体制づくり

施策７　介護保険事業の円滑な運営

　介護サービスを円滑に運営するため、介護給付の適正化対策等、サービスの質を高める取組を推進するとともに、サービスが適切に利用できるよう、情報提供・相談体制の充実を図る。
　自然災害時及び感染症発生時の備えとして、介護施設・事業所における業務継続計画(ＢＣＰ)の策定が義務化されたことから、計画に基づいた災害時対応や感染症対策を促進する。

【取組の方向性】
 ◇介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを事業者が適切に提供するよう促し、適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への
   信頼を高める。
 ◇給付適正化事業主要５事業の再編に伴い、主要３事業の枠組みのもと、介護給付適正化事業を実施する。
 ◇サービスの質の向上に向けた取組、制度の趣旨等の普及を進めるとともに、低所得者への配慮等を図る。

介護給付の適正化
■ケアプランの点検

利用者の自立支援に資する適
切な介護サービスの質の確保
と向上を図るため、国、県の
指針等を踏まえ、「要介護認
定の適正化」、「ケアプラン
の点検」、「住宅改修等の点
検」、「医療情報との突合・
縦覧点検」、「介護給付費通
知」の主要５事業について介
護給付適正化事業と位置付
け、計画的に取り組んでいま
す。

国民健康保険中央会の適
正化システム等（民間業
者のケアプラン点検アプ
リケーション含む）を使
用して、介護給付の偏り
がみられる事業所等を抽
出し、ケアプラン点検を
実施するとともに、必要
に応じて指導した。ま
た、資質の向上を図るた
め、アセスメントからケ
アプラン作成等について
ケアマネ講習会等で情報
提供を行い、給付の適正
化を図った。
※左記の実績150件は、シ
ステムを活用した一斉点
検のみの件数であり、個
別に実施したケアプラン
点検を含めると概ね165件
程度になる。

○

介護給付の適正化
■医療情報との突合・縦
覧点検

利用者の自立支援に資する適
切な介護サービスの質の確保
と向上を図るため、国、県の
指針等を踏まえ、「要介護認
定の適正化」、「ケアプラン
の点検」、「住宅改修等の点
検」、「医療情報との突合・
縦覧点検」、「介護給付費通
知」の主要５事業について介
護給付適正化事業と位置付
け、計画的に取り組んでいま
す。

国民健康保険連合会から
送られてくる給付実績を
活用して、縦覧点検及び
医療情報との突合を実施
し、介護報酬請求の適正
化を行う。

○

今後の
課題・対応策など

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

2024年度 2025年度
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取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 100% 100% 100%

100% 実績 100％ 100%
R7.8月末

取組内容
自己
評価

取組内容
自己
評価

目標 年1回 年1回 年1回

1回 実績 １回
12月

実施予定

2024年度 2025年度
今後の

課題・対応策など

【主な事業の取組状況と自己評価】

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

取組目標について達成することが
できている。今後も計画どおり実
施し、要介護認定の適正化を行
う。

認定調査の内容について
点検を実施するほか、
「業務分析データ」を活
用し、本市の認定調査の
傾向を把握・分析し、そ
の結果を認定調査員に周
知し共通認識を図る。ま
た、認定調査員及び介護
認定審査会委員への研修
を通じ、認定調査と認定
審査の平準化の取組を進
める。

○

認定調査の結果について
は、全て点検を実施する
ほか、認定調査員及び介
護認定審査会委員に対す
る研修を随時した。

○
介護給付の適正化
■要介護認定の適正化

介護給付を必要とする受給者
を適切に認定し、受給者が真
に必要とする過不足のない
サービスを事業者が適正に提
供するよう促し、適切なサー
ビスの確保とその結果として
の費用の効率化を通じて介護
保険制度への信頼を高める。

施策８　持続可能な介護保険制度の推進

　生産年齢人口の減少が続く状況を踏まえ、介護人材の確保とともに、介護現場におけるＩＣＴの活用や業務の効率化等を図り、より質の高い介護サービスが提供できる環境づくりを推進する。

【取組の方向性】
 ◇質の高い介護サービスの提供を維持するため、介護人材の確保や介護人材の資質向上の促進を図る。
 ◇介護現場の業務効率化について、国が示す方針に基づく個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標準化を進める。
 ◇介護現場が地域における介護ニーズに応え、介護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいを持って働き続けられる環境づくりを進めるため、ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づくりに向けた取組を
   推進する。

今後の
課題・対応策など

R7.12月に市内の介護サー
ビス事業所を対象に研修
会を開催予定。
研修内容は未定。

○

研修会への参加者数を増加させる
ため、周知方法を検討する必要が
ある。

項　目
目標設定の考え方
（現状・課題）

2023
実績

年度 2024 2025 2026

2024年度 2025年度

介護人材の確保及び資質
向上のための研修

　包括連携協定を締結してい
る民間の１事業者に同研修の
講師をお願いしている。関係
者の負担を考慮して、年１回
の実施としている。

R6.11月に市内の介護サー
ビス事業所を対象に「介
護現場のためのカスハラ
対策」の研修を実施。

○
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